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議案第１８号

向日市介護保険条例の一部改正について

向日市介護保険条例の一部を改正する条例を制定する。

よって、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項

第１号の規定により、議会の議決を求める。

平成２７年２月２４日提出

向日市長 久 嶋 務
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条例第 号

向日市介護保険条例の一部を改正する条例

向日市介護保険条例（平成１２年条例第３号）の一部を次のよう

に改正する。

第２条第１項中「平成２４年度」を「平成２７年度」に、「平成

２６年度」を「平成２９年度」に改め、同項第１号中「２７，９５

６円」を「３１，０６２円」に改め、同項第２号を削り、同項第３

号中「令附則第１６条第１項及び第２項（同条第３項及び第４項に

おいて準用する場合を含む。）に規定する者」を「令第３９条第１

項第２号に掲げる者」に改め、同号を同項第２号とし、同項第４号

中「（前号に該当する者を除く。）」を削り、同号を同項第３号と

し、同項第５号中「令附則第１７条第１項及び第２項（同条第３項

及び第４項において準用する場合を含む。）に規定する者」を「令

第３９条第１項第４号に掲げる者」に改め、同号を同項第４号と

し、同項第６号中「令第３９条第１項第４号に掲げる者（前号に該

当する者を除く。）」を「令第３９条第１項第５号に掲げる者」に

改め、同号を同項第５号とし、同項第７号イ中「次号イ」の次に

「、第８号イ」を加え、同号を同項第６号とし、同項第８号イ中

「次号イ」の次に「、第９号イ」を加え、同号を同項第７号とし、

同項第９号イ中「次号イ」の次に「、第１０号イ」を加え、同号を

同項第８号とし、同項第１０号イ中「又は次号イ」を「、次号イ又

は第１１号イ」に改め、同号を同項第９号とし、同項第１１号中

「１３０，４６１円」を「１３３，５６７円」に改め、同号イ中
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「部分を除く。）」の次に「又は次号イ」を加え、同号を同項第１

０号とし、同号の次に次の１号を加える。

(11) 次のいずれかに該当する者 １５５，３１０円

ア 合計所得金額が１０，０００，０００円未満であり、か

つ、前各号のいずれにも該当しないもの

イ 要保護者であって、その者が課される保険料率について

この号の区分による額を適用されたならば保護を必要とし

ない状態となるもの（令第３９条第１項第１号イ（(1)に係

る部分を除く。）に該当する者を除く。）

第２条第１項第１２号中「１４９，０９８円」を「１７７，０５

３円」に改め、同条第２項中「前項」を「前２項」に改め、同項を

同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。

２ 前項第１号に掲げる者に対する平成２７年度及び平成２８年度

における保険料率は、同号の規定にかかわらず、２７，９５６円

とする。

第４条第３項中「若しくはハ」を「、ハ若しくはニ」に、「又は

第６号ロ」を「、第６号ロ、第７号ロ、第８号ロ又は第９号ロ」

に、「第６号まで」を「第９号まで」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成２７年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の向日市介護保険条例第２条の規定は、平成２７年度以

後の年度分の保険料について適用し、平成２６年度以前の年度分

の保険料については、なお従前の例による。
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（地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関

係法律の整備等に関する法律附則第１４条に規定する介護予防・

日常生活支援総合事業等に関する経過措置）

３ 介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）

第１１５条の４５第１項に規定する介護予防・日常生活支援総合

事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に

鑑み、その円滑な実施を図るため、平成２７年４月１日から市長

が定める日までの間は行わず、当該市長が定める日の翌日から行

うものとする。

４ 法第１１５条の４５第２項第４号に掲げる事業については、そ

の円滑な実施を図るため、平成２７年４月１日から市長が定める

日までの間は行わず、当該市長が定める日の翌日から行うものと

する。

５ 法第１１５条の４５第２項第５号に掲げる事業については、そ

の事業の実施に必要な準備のため、平成２７年４月１日から市長

が定める日までの間は行わず、当該市長が定める日の翌日から行

うものとする。

６ 法第１１５条の４５第２項第６号に掲げる事業については、そ

の円滑な実施を図るため、平成２７年４月１日から市長が定める

日までの間は行わず、当該市長が定める日の翌日から行うものと

する。
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〈参 考〉

向 日 市 介 護 保 険 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

新 旧 対 照 表

改 正 現 行

（保険料率） （保険料率）

第２条 平成２７年度から平成２９年度までの各年度にお 第２条 平成２４年度から平成２６年度までの各年度にお

ける保険料率は、当該年度分の保険料の賦課期日（介護 ける保険料率は、当該年度分の保険料の賦課期日（介護

保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」とい 保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」とい

う。）第１３０条に規定する賦課期日をいう。以下同 う。）第１３０条に規定する賦課期日をいう。以下同

じ。）における次の各号に掲げる第１号被保険者（法第 じ。）における次の各号に掲げる第１号被保険者（法第

９条第１号に規定する第１号被保険者をいう。以下同 ９条第１号に規定する第１号被保険者をいう。以下同

じ。）の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とす じ。）の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とす

る。 る。

(1) 介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号。以 (1) 介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号。以

下「令」という。）第３９条第１項第１号に掲げる者 下「令」という。）第３９条第１項第１号に掲げる者

３１，０６２円 ２７，９５６円

(2) 令第３９条第１項第２号に掲げる者 ３４，１６９

円

(2) 令第３９条第１項第２号に掲げる者 (3) 令附則第１６条第１項及び第２項（同条第３項及び

第４項において準用する場合を含む。）に規定する者

４０，３８１円 ４０，３８１円

(3) 令第３９条第１項第３号に掲げる者 (4) 令第３９条第１項第３号に掲げる者（前号に該当す

４３，４８７円 る者を除く。） ４３，４８７円

(4) 令第３９条第１項第４号に掲げる者 (5) 令附則第１７条第１項及び第２項（同条第３項及び

第４項において準用する場合を含む。）に規定する者

５５，９１２円 ５５，９１２円

(5) 令第３９条第１項第５号に掲げる者 (6) 令第３９条第１項第４号に掲げる者（前号に該当す

６２，１２４円 る者を除く。） ６２，１２４円

(6) 次のいずれかに該当する者 ７１，４４３円 (7) 次のいずれかに該当する者 ７１，４４３円

ア 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２ ア 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２

条第１項第１３号に規定する合計所得金額（以下 条第１項第１３号に規定する合計所得金額（以下

「合計所得金額」という。）が１，２５０，００１ 「合計所得金額」という。）が１，２５０，００１

円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しな 円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しな

いもの いもの

イ 要保護者であって、その者が課される保険料率に イ 要保護者であって、その者が課される保険料率に

ついてこの号の区分による額を適用されたならば保 ついてこの号の区分による額を適用されたならば保
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護を必要としない状態となるもの（令第３９条第１ 護を必要としない状態となるもの（令第３９条第１

項第１号イ（(1)に係る部分を除く。）、次号イ、 項第１号イ（(1)に係る部分を除く。）、次号イ

第８号イ、第９号イ、第１０号イ又は第１１号イに 、第９号イ、第１０号イ又は第１１号イに

該当する者を除く。） 該当する者を除く。）

(7) 次のいずれかに該当する者 ７７，６５５円 (8) 次のいずれかに該当する者 ７７，６５５円

ア 合計所得金額が２，０００，０００円未満であ ア 合計所得金額が２，０００，０００円未満であ

り、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの り、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

イ 要保護者であって、その者が課される保険料率に イ 要保護者であって、その者が課される保険料率に

ついてこの号の区分による額を適用されたならば保 ついてこの号の区分による額を適用されたならば保

護を必要としない状態となるもの（令第３９条第１ 護を必要としない状態となるもの（令第３９条第１

項第１号イ（(1)に係る部分を除く。）、次号イ、 項第１号イ（(1)に係る部分を除く。）、次号イ

第９号イ、第１０号イ又は第１１号イに該当する者 、第１０号イ又は第１１号イに該当する者

を除く。） を除く。）

(8) 次のいずれかに該当する者 ９６，２９３円 (9) 次のいずれかに該当する者 ９６，２９３円

ア 合計所得金額が４，０００，０００円未満であ ア 合計所得金額が４，０００，０００円未満であ

り、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの り、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

イ 要保護者であって、その者が課される保険料率に イ 要保護者であって、その者が課される保険料率に

ついてこの号の区分による額を適用されたならば保 ついてこの号の区分による額を適用されたならば保

護を必要としない状態となるもの（令第３９条第１ 護を必要としない状態となるもの（令第３９条第１

項第１号イ（(1)に係る部分を除く。）、次号イ、 項第１号イ（(1)に係る部分を除く。）、次号イ

第１０号イ又は第１１号イに該当する者を除く。） 又は第１１号イに該当する者を除く。）

(9) 次のいずれかに該当する者 １１１，８２４円 (10) 次のいずれかに該当する者 １１１，８２４円

ア 合計所得金額が６，０００，０００円未満であ ア 合計所得金額が６，０００，０００円未満であ

り、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの り、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

イ 要保護者であって、その者が課される保険料率に イ 要保護者であって、その者が課される保険料率に

ついてこの号の区分による額を適用されたならば保 ついてこの号の区分による額を適用されたならば保

護を必要としない状態となるもの（令第３９条第１ 護を必要としない状態となるもの（令第３９条第１

項第１号イ（(1)に係る部分を除く。）、次号イ又 項第１号イ（(1)に係る部分を除く。）又は次号イ

は第１１号イに該当する者を除く。） に該当する者を除く。）

(10) 次のいずれかに該当する者 １３３，５６７円 (11) 次のいずれかに該当する者 １３０，４６１円

ア 合計所得金額が８，０００，０００円未満であ ア 合計所得金額が８，０００，０００円未満であ

り、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの り、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

イ 要保護者であって、その者が課される保険料率に イ 要保護者であって、その者が課される保険料率に

ついてこの号の区分による額を適用されたならば保 ついてこの号の区分による額を適用されたならば保

護を必要としない状態となるもの（令第３９条第１ 護を必要としない状態となるもの（令第３９条第１

項第１号イ（(1)に係る部分を除く。）又は次号イ 項第１号イ（(1)に係る部分を除く。）

に該当する者を除く。） に該当する者を除く。）

(11) 次のいずれかに該当する者 １５５，３１０円

ア 合計所得金額が１０，０００，０００円未満であ

り、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
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イ 要保護者であって、その者が課される保険料率に

ついてこの号の区分による額を適用されたならば保

護を必要としない状態となるもの（令第３９条第１

項第１号イ（(1)に係る部分を除く。）に該当する

者を除く。）

(12) 前各号のいずれにも該当しない者 １７７，０５ (12) 前各号のいずれにも該当しない者 １４９，０９

３円 ８円

２ 前項第１号に掲げる者に対する平成２７年度及び平成

２８年度における保険料率は、同号の規定にかかわら

ず、２７，９５６円とする。

３ 前２項に規定する保険料率を決定する場合において、 ２ 前項 に規定する保険料率を決定する場合において、

１０円未満の端数があるときは、これを切り上げるもの １０円未満の端数があるときは、これを切り上げるもの

とする。 とする。

（賦課期日後において第１号被保険者の資格取得、喪失 （賦課期日後において第１号被保険者の資格取得、喪失

等があった場合） 等があった場合）

第４条 略 第４条 略

２ 略 ２ 略

３ 保険料の賦課期日後に令第３９条第１項第１号イ（同 ３ 保険料の賦課期日後に令第３９条第１項第１号イ（同

号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者 号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者

及び(1)に係る者を除く。）、ロ、ハ若しくはニ、第２ 及び(1)に係る者を除く。）、ロ若しくはハ 、第２

号ロ、第３号ロ、第４号ロ、第５号ロ、第６号ロ、第７ 号ロ、第３号ロ、第４号ロ、第５号ロ又は第６号ロ

号ロ、第８号ロ又は第９号ロに該当するに至った第１号 に該当するに至った第１号

被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日 被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日

の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第１号 の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第１号

被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の 被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の

属する月から令第３９条第１項第１号から第９号までの 属する月から令第３９条第１項第１号から第６号までの

いずれかに規定する者として月割りにより算定した保険 いずれかに規定する者として月割りにより算定した保険

料の額の合算額とする。 料の額の合算額とする。

４ 略 ４ 略


